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(57)【要約】
【課題】心筋などの組織の輪郭を自動で抽出するＡＣＴ
を用いないで輪郭抽出処理の高速化を図ると共に、ユー
ザが輪郭抽出処理で必要な手順に関わる説明文を読むこ
となく正しい操作で組織の輪郭を抽出できる超音波診断
装置を提供すること。
【解決手段】本発明では、被検体に超音波を投射して得
られる反射波を用いて画像データを生成し、この画像デ
ータに基づく超音波画像を表示装置の画面に表示する超
音波診断装置１において、超音波画像に対してユーザに
より指定される任意の点を基準点とし、この基準点から
離れた位置の画素値を算出して、この画素値に基づいて
心筋と他の組織との境界を抽出すると共に抽出した境界
を心筋輪郭として超音波画像に重ねて描画する輪郭抽出
部１１と、輪郭抽出部１１が要求する基準点の指定の位
置、数及び順序その他の手順に従い、ユーザによる基準
点の指定に先立って、基準点を指定すべき位置を示すマ
ーカを先導的に逐次表示していく入力支援部１２とを備
えるようにした。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を投射して得られる反射波を用いて画像データを生成し、この画像デー
タに基づく超音波画像を表示装置の画面に表示する超音波診断装置において、
　前記超音波画像上でユーザにより指定される任意の点を基準点とし、この基準点から離
れた位置の画素値を算出して、この画素値に基づいて組織境界を抽出すると共に抽出した
組織境界を組織輪郭として超音波画像に重ねて描画する輪郭抽出部と、
　前記輪郭抽出部が要求する基準点の指定の位置、数及び順序その他の手順に従い、ユー
ザによる基準点の指定に先立って、基準点を指定すべき位置を示すマーカを先導的に逐次
表示していく入力支援部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記入力支援部は、マーカの輝度或いは色彩が調節可能に構成されることを特徴とする
請求項１に記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に超音波を投射して得られる反射波情報を用いて超音波画像を生成す
る超音波診断装置に係り、特に、超音波画像上の組織の輪郭を抽出する機能を備えた超音
波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、心筋壁運動を解析するために超音波診断装置が用いられている。超音波診断装置
による心筋運動の解析にあっては、心筋の輪郭を抽出することが必要となる。そのため、
自動輪郭追跡法（ＡＣＴ：Automated Contour Tracking）として知られ、心筋の輪郭を自
動的に検出できるようにした超音波診断装置が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　ＡＣＴを採用した超音波診断装置によれば、心筋の輪郭を自動的に且つ高精度に抽出で
きる。しかしながら、ＡＣＴを用いると、計算量が膨大であることから輪郭抽出の処理時
間が長くなり、リアルタイムによる心筋の運動解析が困難となる。
【０００４】
　そこで、リアルタイムによる心筋の運動解析を容易に実現できるよう、ＡＣＴを採用し
ないで心筋の輪郭を半ば手動で抽出するようにした超音波診断装置が提案されている（特
許文献２参照）。この超音波診断装置では、先ず、超音波画像に対してユーザにより指定
される任意の点を基準点とし、この基準点から離れた位置の画素値が算出される。そして
、この画素値に基づいて心筋と他の組織（背景）との境界が抽出され、抽出された境界が
心筋の輪郭として超音波画像に重ねて描画される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３０１９２０号公報
【特許文献２】特開２００７－１９０２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２で説明される超音波診断装置では、例えば、心筋やその他の組織の輪郭抽出
処理を一部変更すると、超音波画像上でユーザにより指定されるべき基準点の位置、数及
び順序などの指定手順が異なるものとなり得る。
【０００７】
　したがって、ユーザは、初めて組織の輪郭抽出を行うときや、超音波診断装置における
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組織の輪郭抽出処理を変更したとき、例えば取り扱い説明書や画面上に表示される説明文
を読み、説明文に従った正しい手順で基準点を指定していくことになる。また、心筋の輪
郭抽出処理を実行する多種のソフトウェアが組み込まれている場合、ユーザは１つ１つの
ソフトウェアに固有の手順を理解する必要がある。すなわち、従来の超音波診断装置は、
ユーザに対して装置扱い上の大きな負担を掛けるものとなっている。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、心筋などの組織の輪郭を自動で抽出するＡ
ＣＴを用いないで輪郭抽出処理の高速化を図ると共に、ユーザが輪郭抽出処理で必要な手
順に関わる説明文を読むことなく正しい操作で組織の輪郭を抽出できる超音波診断装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した目的を達成するため、本発明に係る超音波診断装置では、被検体に超音波を投
射して得られる反射波を用いて画像データを生成し、この画像データに基づく超音波画像
を表示装置の画面に表示する超音波診断装置において、前記超音波画像上でユーザにより
指定される任意の点を基準点とし、この基準点から離れた位置の画素値を算出して、この
画素値に基づいて組織境界を抽出すると共に抽出した組織境界を組織輪郭として超音波画
像に重ねて描画する輪郭抽出部と、前記輪郭抽出部が要求する基準点の指定の位置、数及
び順序その他の手順に従い、ユーザによる基準点の指定に先立って、基準点を指定すべき
位置を示すマーカを先導的に逐次表示していく入力支援部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、心筋などの組織の輪郭を自動で抽出するＡＣＴを用いないで輪郭抽出
処理の高速化を図ると共に、ユーザが輪郭抽出処理で必要な手順に関わる説明文を読むこ
となく正しい操作で組織の輪郭を抽出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の実施形態を示す機能ブロック図。
【図２】図１の超音波診断装置の輪郭抽出処理に関わる機能ブロック図。
【図３】図１の超音波診断装置の輪郭抽出処理にて要求される基準点の設定説明図。
【図４】図１の超音波診断装置にて実行される画素値の重み付け加算処理の説明図。
【図５】図１の超音波診断装置の輪郭抽出処理により抽出される組織輪郭を示す図。
【図６】図１の超音波診断装置の作用説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る超音波診断装置の実施形態について、添付図面を参照して説明する。  
　図１は本発明に係る超音波診断装置の実施形態を示す機能ブロック図である。  
　本実施形態の超音波診断装置１は、被検体（図示省略）に超音波を投射して得られる反
射波情報を用いて超音波画像を生成する装置である。
【００１３】
　超音波診断装置１の超音波プローブ２は、電気信号をタイミング信号とし、内蔵する圧
電振動子から被検体に超音波を投射すると共に反射波を受信してこれを電気信号である反
射波信号（エコー信号）に変換する。
【００１４】
　信号送受信部３は、超音波プローブ２に電気信号を送信して超音波を発生させ、超音波
プローブ２で生成されるエコー信号を受信するとともに、超音波の時間遅延処理を通じて
電子フォーカスなどを行う。
【００１５】
　信号処理部４は、信号送受信部３からエコー信号を受信して輝度情報などを保有する画
像信号を生成する。この信号処理部４は、Ｂモード、Ｍモード、ＣＦＭ（Color Flow Map
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ping）などの各種モードに関わる画像信号を生成する。
【００１６】
　画像データ生成部５は、信号処理部４から画像信号を受信し、その画像信号をＡ／Ｄ変
換すると共に例えば直交座標系で画像を描写する画像データに変換する。
【００１７】
　画像データ記憶部６は画像データ生成部５から画像データを受信してこれを蓄え、画像
データ処理部７は画像データ記憶部６に蓄えられた画像データを用いてＭＰＲ（Multi Pl
anar Reformation）画像や３次元立体画像を生成する。
【００１８】
　表示制御部８は、入力装置９に設けられる操作デバイスの操作に応じて出力される要求
信号を受け、表示装置１０に超音波画像やその関心領域（ＲＯＩ：Region Of Interest）
を表示し、また、超音波画像のズーム倍率やＭＰＲ画像／３次元立体画像の切り替えなど
の各種の表示処理を行う。
【００１９】
　輪郭抽出部１１は、表示装置１０の画面に表示された超音波画像のうち所望組織の輪郭
を抽出する輪郭抽出処理を実行する。すなわち、輪郭抽出部１１は、超音波画像上でユー
ザにより指定される任意の点を基準点とし、この基準点から離れた各位置において所定区
間（範囲）に収まる各画素の画素値に重みを付け、重みを付けた画素値を加算する重み付
け加算処理を実行する。そして、輪郭抽出部１１は、その重み付け加算処理の結果たる加
算値に基づき組織境界を抽出し、表示制御部８を介して或いは表示制御部８を介さず直接
的に、抽出した組織境界を組織輪郭として表示装置１０に超音波画像と重ねて描画する。
【００２０】
　入力支援部１２は、輪郭抽出部１１による輪郭抽出処理を実行するための手順をガイド
する。したがって、ユーザは、入力支援部１２のガイドに従って入力装置９の操作デバイ
スを操作する。
【００２１】
　図２は超音波診断装置１の輪郭抽出処理に関わる機能ブロック図である。図３～図５は
その輪郭抽出処理の説明図である。
【００２２】
　ここに、表示装置１０の画面に表示されている断層像（輪郭抽出の対象組織）は「心臓
」とし、画像データは「Ｂモードにおける２次元断層像データ」とする。また、輪郭抽出
部１１にて輪郭抽出処理を実行するために必要な手順は、対象組織「心臓」に対して、指
定すべき基準点の数は「２つ」、最初に指定すべき基準点（Ｐ１）の位置は「心室上部」
、次に指定すべき基準点（Ｐ２）は「基準点（Ｐ１）の下方で且つ心臓の弁の付近」であ
るとする。このような前提の下で、超音波診断装置１にて実行される輪郭抽出処理を説明
する。
【００２３】
　（ステップ１）
　図３は輪郭抽出処理にて要求される基準点の指定例を示したものである。  
　入力支援部１２は、例えば輪郭抽出部１１から輪郭抽出処理の実行に必要となる手順を
取得する。すなわち、ユーザが自ら指定する必要のある「指定すべき基準点の数」、「最
初に指定すべき基準点（Ｐ１）の位置」、「次に指定すべき基準点（Ｐ２）の位置」を取
得する。
【００２４】
　（ステップ２）
　入力支援部１２は、輪郭抽出部１１から取得した「最初に指定すべき基準点（Ｐ１）の
位置」としての「心室上部」に、図３（ａ）に示すよう、心臓の断層像に重ねてマーカ（
Ｍ１）を表示する。このマーカ（Ｍ１）は、その輝度、色彩および大きさその他のマーカ
特性が調節可能に構成される。例えば、マーカ（Ｍ１）の輝度を心筋やその他の背景組織
よりも大きい値として言わばハイライト化したり、その色彩を青色や赤色など、Ｂモード
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断層像では通常表現されない色とすることができる。
【００２５】
　（ステップ２）
　入力支援部１２は、ユーザによりマーカ（Ｍ１）の範囲内で基準点が指定されたことを
条件に、図３（ｂ）に示すよう、断層像に重ねて基準点（Ｐ１）を表示する。
【００２６】
（ステップ３）
　入力支援部１２は、ステップ２に続き、「次に指定すべき基準点（Ｐ２）の位置」とし
ての「基準点（Ｐ１）の下方で且つ心臓の弁の付近」に、図３（ｃ）に示すよう、心臓の
断層像に重ねてマーカ（Ｍ２）を表示する。
【００２７】
　（ステップ４）
　入力支援部１２は、ユーザによりマーカ（Ｍ２）の範囲内で基準点が指定されたことを
条件に、図３（ｄ）に示すよう、断層像に重ねて基準点（Ｐ２）を表示する。予め定めら
れた数の基準点が全て指定されたので、更なるマーカの表示は行わない。
【００２８】
　（ステップ５）
　輪郭抽出部１１の基準点設定部１３は、図３（ｅ）に示すよう、ユーザにより指定され
た基準点Ｐ１と基準点Ｐ２とを結ぶ線分を予め定義された所定の間隔で分割し分割点Ｐ３
～Ｐ７を設定する。
【００２９】
　（ステップ６）
　図４は輪郭抽出部１１にて実行される画素値の重み付け加算処理を示したものである。
【００３０】
　輪郭抽出部１１の探索経路設定部１４は、先ず、基準点設定部１３により設定された各
分割点Ｐ３～Ｐ７の座標を算出する。次いで、探索経路設定部１４は、図４（ａ）に示す
よう、各分割点Ｐ３～Ｐ７を始点として基準点Ｐ１と基準点Ｐ２とを結ぶ線分に垂直な垂
線（Ｌ）を設定する。この垂線（Ｌ）が画素値の重み付け加算処理を行う経路であり、心
臓の輪郭を探索し抽出するための探索経路となる。
【００３１】
　（ステップ７）
　重み付け加算処理部１５は、図４（ｂ）に示すように、探索経路設定部１４により設定
された垂線（Ｌ）上に所定の広さの探索区間（Ｘ）を設定し、その探索区間（Ｘ）に含ま
れる各画素の画素値に重みを付けて加算する。なお、図４（ａ）～（ｄ）では、略して１
つの分割点（Ｐ５）および対応する一本の探索経路（Ｌ）のみを示す。
【００３２】
　重み付け加算処理部１５は、次式（１）に従って重み付け加算処理を行う。  
　　［数１］
　　Ａ（ｚ）＝Σｎ｛ｆ（ｎ）×Ｐ（ｚ＋ｎ）｝・・・（１）
　　ｆ（ｎ）≧０
　　Σｎ｛ｆ（ｎ）｝＝１
　　Ａ（ｚ）：加算値
　　ｆ（ｎ）：重み係数
　　Ｐ（ｚ＋ｎ）：画素値
　　ｚ：分割点（Ｐ３～Ｐ７）を原点とした垂線（Ｌ）からの探索区間（Ｘ）の位置（例
　　　　えば、探索区間（Ｘ）の端部の画素の位置）
　　ｎ：探索区間（Ｘ）内の画素の位置
【００３３】
　重み付け加算処理部１５は、図４（ｃ）及び（ｂ）に示すように、垂線（Ｌ）に沿って
探索区間（Ｘ）を移動させ、各位置において探索区間（Ｘ）に収まる各画素の画素値に重
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みを付けて加算した結果たる加算値（Ａ（ｚ））を境界判定部１６に送る。なお、重み係
数（ｆ（ｎ））は、例えば心臓と画素値との相関特性を考慮し、心臓と背景（他の組織）
との境界判定精度が高まるよう適宜設定される。
【００３４】
　（ステップ８）
　境界判定部１６は、重み付け加算処理部１５から受け取った加算値（Ａ（ｚ））と予め
設定されている閾値（Ｔ）（Ｔ＞０）とを比較し、加算値（Ａ（ｚ））が閾値（Ｔ）以上
となる探索区間（Ｘ）の所定位置（例えば、探索区間（Ｘ）の中央位置）を心筋と他組織
との境界点と判定し、境界点の座標情報を描画部１７に送る。なお、この重み付け加算処
理で用いる閾値（Ｔ）は、統計的ないし経験的に求められる。
【００３５】
　（ステップ９）
　図５は輪郭抽出部１１により抽出される心筋輪郭を示す図である。  
　描画部１７は、図５に示すように、境界判定部１６から受け取った境界点（Ｑ１～Ｑ１
０）の座標情報に基づき、各境界点（Ｑ１～Ｑ１０）を結んで成る心筋の輪郭（Ｒ）を超
音波画像（断層像）に重ねて描画する。
【００３６】
　なお、設定情報記憶部１８は、輪郭抽出処理で用いる各点Ｐ１～Ｐ７の分割間隔、重み
付け加算処理で用いる重み係数（ｆ（ｎ））、閾値（Ｔ）などの情報を記憶する。
【００３７】
　次に、超音波診断装置１の作用を説明する。
【００３８】
　近年、心筋の運動を解析するために超音波診断装置が用いられている。ＡＣＴを採用し
た超音波診断装置によれば、心筋の輪郭を自動的に且つ高精度に抽出できるが、膨大な計
算量を要し、輪郭抽出の処理時間が長くなってリアルタイムによる心筋の運動解析が困難
となる。そこで、リアルタイムによる心筋運動解析を容易に実現できるよう、ＡＣＴを採
用しないで心筋の輪郭を半ば自動的に抽出するようにしたのが特許文献２で説明される超
音波診断装置であり、本実施形態の超音波診断装置１でもその輪郭抽出処理と類似する処
理を実行する（ステップ５～ステップ９参照）。
【００３９】
　しかしながら、従来の超音波診断装置にあっては、ユーザは輪郭抽出処理を実行するた
めの手順、例えば、基準点の指定すべき位置のほか、指定すべき数、指定する順序などを
取り扱い説明書や画面上に映し出される説明などを読みながら必要な操作を行うことにな
り、操作負担が大きいものであった。
【００４０】
　これに対し、本実施形態の超音波診断装置１では、心筋の運動解析等のために心臓の輪
郭を抽出する際、先ず、入力支援部１２によりグラフィカルに表示される画面上のマーカ
（Ｍ１）の範囲内で１つ目の基準点を指定すればよい。次いで、２つ目の基準点を指定す
るときも、同様に表示されるマーカ（Ｍ２）の範囲内で指定すればよい。
【００４１】
　このように、ユーザには指定が必要な基準点の位置、数および順序について注意する必
要はなく、単にマーカに従って基準点を順次指定していけばよく、心筋の輪郭抽出におけ
る超音波診断装置の取り扱いが著しく簡単なものとなる。加えて、断層像を目視して基準
点を指定する位置を判断する必要がないことから、基準点の指定ミスの頻度が格段に低減
し、輪郭抽出処理を円滑に行えるようになる。
【００４２】
　特に、１つの超音波診断装置に輪郭抽出処理を実行する異なる複数のソフトウェアが組
み込まれている場合には、特に操作性が良好なものとなる。例えば、２次元断層像を対象
とした輪郭抽出を行う場合と３次元画像を対象とした輪郭抽出を行う場合とで、ユーザに
より好ましい輪郭抽出処理を実行するソフトウェアが選択されることが想定される。この
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場合、従来であれば、輪郭抽出処理を実行するための必要な手順について、ソフトウェア
毎に取り扱い説明書を読むなどの作業を要する。一方、本実施形態の超音波診断装置１で
は、ユーザが適切と思うソフトウェアを選択すると、入力支援部１２がそのソフトウェア
の実行で要求される手順（基準点の位置、数、配置）をガイドし、ユーザはそのガイドに
従って基準点を指定していけばよいものとなる。
【００４３】
　次に、超音波診断装置１の効果を説明する。
【００４４】
　本実施形態の超音波診断装置１にあっては、
　（１）超音波画像に対してユーザにより指定される任意の点を基準点（Ｐ１、Ｐ２）と
し、この基準点（Ｐ１、Ｐ２）から離れた位置の画素値を算出して、この画素値に基づい
て心筋と他の組織との境界を抽出すると共に抽出した境界を心筋輪郭として超音波画像に
重ねて描画する輪郭抽出部１１と、輪郭抽出部１１が要求する基準点の指定の位置、数及
び順序その他の手順に従い、ユーザによる基準点の指定に先立って、基準点（Ｐ１、Ｐ２
）を指定すべき位置を示すマーカ（Ｍ１、Ｍ２）を先導的に逐次表示していく入力支援部
１２とを備える。このため、心筋などの組織の輪郭を自動で抽出するＡＣＴを用いないで
輪郭抽出処理の高速化を図ると共に、ユーザが輪郭抽出処理で必要な手順に関わる説明文
を読むことなく正しい操作で組織の輪郭を抽出できる。その結果、超音波診断装置の操作
負担や操作ミスが抑えられるものとなる。
【００４５】
　（２）入力支援部１２は、マーカ（Ｍ１、Ｍ２）の輝度、色彩および大きさが調節可能
に構成される。このため、マーカ（Ｍ１、Ｍ２）の位置および範囲が容易に視認できるよ
うになり、（１）の効果が高められる。
【００４６】
　以上、本発明に係る超音波診断装置を１つの実施形態に基づき説明してきたが、具体的
な構成については、本実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載の発明の
要旨を逸脱しない限り設計の変更や追加等は許容される。
【００４７】
　例えば、本実施形態では２つの基準点を用いて輪郭抽出処理を実行する例を示したが、
３つ以上の基準点を用いて輪郭抽出処理を実行するようにしてもよい。
【００４８】
　この場合、超音波診断装置の入力支援部は、図６に示すように、最初に指定すべき基準
点の位置（例えば、心臓の弁の位置付近）にマーカ（Ｍ１）を表示する（図６（ｂ））。
【００４９】
　そして、ユーザがそのマーカ（Ｍ１）の範囲内で基準点を指定したことを条件に、入力
支援部１２はユーザが指定した基準点（Ｐ１）を断層像と重ねて表示し、次に指定すべき
基準点の位置（例えば、心臓の他方の弁の位置付近）にマーカ（Ｍ２）を表示する（図６
（ｃ））。
【００５０】
　そして、ユーザがそのマーカ（Ｍ２）の範囲内で基準点を指定したことを条件に、入力
支援部１２はユーザが指定した基準点（Ｐ２）を断層像と重ねて表示し、最後に指定すべ
き基準点の位置（例えば、心臓の心筋上部の位置付近）にマーカ（Ｍ３）を表示する（図
６（ｄ））。
【００５１】
　そして、ユーザがそのマーカ（Ｍ３）の範囲内で基準点を指定したことを条件に、入力
支援部１２はユーザが指定した基準点（Ｐ３）を断層像と重ねて表示し（図６（ｅ））、
ステップ５～ステップ９の輪郭抽出処理と同様の処理により心筋の輪郭を抽出して断層像
に重ねて表示する（図６（ｆ））。
【００５２】
　また、入力支援部１２は、表示装置１０に各マーカを直接表示する例を示したが、表示
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制御部８に対して各マーカの表示指示を行い、表示制御部８が各マーカを表示するように
してもよい。同様に、入力支援部１２は、表示装置１０に各基準点を直接表示する例を示
したが、表示制御部８に対して各基準点の表示指示を行い、表示制御部８が各基準点を表
示するようにしてもよい。
【００５３】
　また、入力支援部１２は、超音波画像は心臓の断層像のみならず、肝臓や胎児その他の
部位の３次元画像を対象として、マーカを表示するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１……超音波診断装置，　２……超音波プローブ，　３……信号送受信部，　４……信
号処理部，　５……画像データ生成部，　６……画像データ記憶部，　７……画像データ
処理部，　８……表示制御部，　９……入力装置，　１０……表示装置，　１１……輪郭
抽出部，　１２……入力支援部，　１３……基準点設定部，　１４……探索経路設定部，
　１５……重み付け加算処理部，　１６……境界判定部，　１７……描画部，　１８……
設定情報記憶部，　Ｍ１、Ｍ２……マーカ，　Ｐ１、Ｐ２……基準点，　Ｐ３～Ｐ７……
分割点，　Ｌ……垂線，　Ｘ……探索区間，　Ｑ１～Ｑ１０……心臓と他組織との境界点
，　Ｒ……心臓の輪郭．

【図１】 【図２】
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【図５】
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指定参考点之前，提供输入支持单元12以顺序地并且顺序地显示指示应
该指定参考点的位置的标记。 [选型图]图1
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